
 

 

多賀城市からのお知らせ 

総務部地域コミュニティ課広報広聴係 

☎０２２－３６８－１１４１ 内線２５５ 

 

送付枚数：1枚 

 

新型コロナウイルス感染症による臨時休業

の延長について 

 

令和３年４月１２日 

 

４月１０日に、多賀城市立高崎中学校に在籍する生徒の新型コロナウィルス

感染症による臨時休業についてお知らせいたしましたが、保健所の指示により

PCR 検査に日数を要するため、下記のとおり臨時休業の延長を行うことといたし

ます。 

なお、これに伴い学校開放も中止の期間を延長することといたします。 

 

記 

 

１ 臨時休業を行う学校  多賀城市立高崎中学校 

２ 臨時休業期間  

変更前  令和３年４月１１日（日）から４月１３日（火）まで 

   変更後  令和３年４月１１日（日）から４月１４日（水）まで 

                   ※１日間延長となります。 

３ その他  

(1) 休業期間中は、学校への立ち入りは禁止します。 

(2) 今後の対応については、保健所の指示により変更が生じる場合がありま

すので、御了承願います。 

(3) 学校の消毒作業はすでに完了しています。 
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